
概 要

○ 新潟県魚沼市において、記録的な豪雪を観測。自治体等のみでは必要な除排雪の対応が困難なことから、本日（９日）

１０００、新潟県知事から陸上自衛隊第１２旅団長（相馬原・群馬県）に対し、生活道路に隣接し、自力で除排雪を

行うことができない要援護世帯（高齢独居者）等の屋根の除排雪等に係る災害派遣要請があり同時刻受理。

○ 同日、陸上自衛隊第２普通科連隊（高田・新潟県）及び第５施設群（高田・新潟県）の隊員が、新潟県魚沼市にお

いて、高齢独居者世帯等の屋根の除排雪等を開始予定。

自衛隊の

主な活動

１ 活動態勢

○ 除排雪等

・陸上自衛隊第２普通科連隊及び第５施設群の隊員約７０名

2 連絡員の派遣（２ヶ所４名）

○ 新潟県庁 ：陸上自衛隊第３０普通科連隊（新発田・新潟県）×２名

○ 魚沼市役所：陸上自衛隊第２普通科連隊×２名

位置関係図 活動の様子（イメージ）

新潟県における大雪に係る災害派遣について
令 和８年 ２月 ９日
防 衛 省※ 数値等は全て速報値のため、

今後変更される可能性があります。

【お知らせ】

陸上自衛隊
第３０普通科連隊
（新発田駐屯地）

陸上自衛隊
第２普通科連隊
第５施設群

（高田駐屯地） 魚沼市

【凡 例】
：活動場所
：駐屯地等 安全管理しながらの作業 屋根の除排雪を実施する様子


